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衣類の消費期限はいつ？ 

 私たちの生活の中で、食事や住居と同様に欠かすことができないものが「衣類」です。 

 衣類はその時代の流行によって多様に変化し、その時代を代表するようなファッションもこれまで数多く

生まれてきました。一方で、通信技術の革新的な進歩や、趣味趣向の多様化、ファストファッションの流行

により、衣類を取り巻く環境は大きく変化し、流行の変化が速くなることで、流行の過ぎた衣類が大量に廃

棄されてしまう状況が見受けられます。 

 流行を過ぎることが衣類の「賞味期限」だとすれば、「消費期限」はいつ訪れるのでしょうか。 

 市民の皆さまには、衣類の回収が一時休止していることにより、大変ご不便をおかけしておりますが、こ

の機会に衣類を購入する際「本当に必要か」、廃棄する際に「もう着ることができないのか」をもう一度お

考えいただき、衣類をできるだけごみとして排出しないよう、排出抑制にご協力をお願いいたします。 



衣類の拠点回収を一時休止しています

三島市では、市内１４箇所に衣類等回収ボックスを

設置し、市民の皆さまから回収した衣類を、業者に売

却することで資源化を実施していましたが、新型コロ

ナウィルス感染症の世界的な感染拡大により、海外へ

の衣類の輸出が停滞し、資源化業者による衣類の受け

入れが困難な状況となっています。

そのため、６月１日から当面の間、衣類の拠点回収

を一時休止させていただいております。

市民の皆さまには大変ご不便をおかけしますが、休

止期間中はできるだけ衣類をご自宅で保管していただ

くなど、ご協力をお願いいたします。

三島市のごみ量と衣類
三島市のごみ量は年々減少傾向にありますが、市民一人１日当たりのごみ排出量は県内の

平均よりも多く、最終処分場の残余容量がひっ迫しているなど、更なる減量が必要です。

一方で、拠点回収に排出される衣類は年々増加しており、回収を開始した平成２５年度の

回収量と比較すると、約２．６倍の衣類が拠点回収に排出されています。
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〔ｔ〕 衣類回収量

～やむを得ず衣類を捨てる場合～

①地域の集積所に排出する ②清掃センターに直接搬入する

・開いた状態で３０ｃｍ四方の大きさに切り、
三島市指定のごみ袋に入れる。

・燃えるごみの日に地域の集積所へ排出する。

・受入時間内に三島市清掃センターへ直接搬入する。

・折りたたんだり、丸めて３０ｃｍ以下になって
いても、開いて３０ｃｍ以上ある場合は、ルー
ル違反となり、収集されません。

・ごみは収集日の朝８時までに集積所に排出して
ください。

・清掃センターへ直接搬入する場合は、３０ｃｍ以
下に切る必要はありません。

・三島市以外の市町村のごみ袋に入っているごみは
搬入することができません。

・直接搬入する場合、ごみ処理手数料（100kgま
で1,000円）が発生します。

ポイント
ポイント

市民一人１日当たりのごみ排出量※（平成３０年度）

三島市 静岡県平均

８９６ｇ ８８６ｇ

最終処分場 埋立容量 残余容量

第１埋立地 160,711㎥ 0㎥（埋立終了）

第２埋立地 10,948㎥ 0㎥（埋立終了）

第３埋立地 81,630㎥ 7,807㎥（9.8％）※

令和元年度埋立量 2,801.09トン
（うち、2,520.16トンを県外へ搬出）

＞

※令和元年１２月現在

約2.6倍

※外国人含む



 集積所や拠点回収場所に排出できないご家庭の粗大ごみや、引っ越しなどに伴う多量のごみを清掃セン

ターに直接搬入し、有料で処分することができます。直接搬入する際には、以下の日時や注意点をお守り

いただき、作業員の指示に従って搬入してください。 

重さ  手数料 

1回（1台）につき100kgまで  1,000円 

110kg 1,100円 

100kgを超える場合10kg

ごとに100円を加算した額  

120kg 1,200円 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

200kg 2,000円 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

手数料            （税込）     受入日 

平日 
（土・日・祝日・年末年始を除く） 

第１日曜日 粗大ごみのみ 

9：00～11：30 

13：00～15：30 

※搬入の際、住所を確認しますので、住所が 

 わかるもの（免許証等）をお持ちください。 

※第１日曜日は、集積所に出せるごみは受け入 

 れできません。 

※清掃センターに直接持ち込まれた全てのごみが対象となります。 

※搬入1回（1台）ごとの清算となります。 

※事業活動に伴う廃棄物は料金や搬入できるものが異なります。 

詳細は清掃センターにお問い合わせください。 

搬入する際の注意点 

①搬入の際、ごみ処理手数料が発生します。 

  清掃センターに搬入したすべてのごみに対して、１００ｋｇまで一律１，０００円、１００ｋｇを超えた場合は、１０ｋｇごとに 

 １００円を加算したごみ処理手数料が発生します。 

②三島市外で発生したごみは受け入れできません。 

  三島市の清掃センターで受け入れできるごみは、三島市内で発生したごみだけです。搬入の際に住所を確認させて 

 いただきますので、免許証等住所の分かるものを必ず持参してください。なお、他市町のごみ袋に入れられたごみは、 

 搬入をお断りさせていただきます。 

③原則、排出者本人の搬入が必要です。 

  ごみの排出者本人がごみを搬入することができず、車に同乗することもできない場合は、排出者本人が三島市に住所 

 があることを証明できるもの（運転免許証など）及び本人が清掃センターにお越しいただくことができない証明（医師の診 

 断書など）を受付で提示していただく必要があります。 

  それらが困難な場合には、市が一般廃棄物収集運搬許可を与えている事業者に処理を依頼してください。業者一覧 

 は市ホームページ又は「家庭ごみの分け方・出し方」に掲載されています。 

④ごみは必ず分別して搬入してください。 

  搬入するごみは各家庭に配布している「家庭ごみの分け方・出し方」に従って、それぞれの分類に適正に分別して搬 

 入してください。分別されていない場合、他のお客様のご迷惑になりますので、搬入をお断りする場合があります。 

⑤一部清掃センターで受け入れできないごみがあります。 

  建築物や工作物を解体したものや、車・バイクのパーツなど、施設の処理能力上、清掃センターでは受け入れできな 

 いごみがありますので、予めご了承ください。判断できない場合は清掃センターにお問い合わせください。 

（例）ボウリングの球、一部のスプリングマットレス、家電リサイクル法対象品、ブラウン管ディスプレイ、塩ビパイプなど 
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濡れているもの

汚れているもの

片方のみの靴

スキー・スノーボードブーツ、

キャリーバッグ、アタッシュケース

燃えるごみ 又は 粗大ごみ

今までどおり

とってもカンタン！

靴・革製品等の出し方

①靴は１足ずつ紐でしばる又は袋に入れる

②革製品等はそのまま投入してOK！
※中身は空にしてください。

回収場所 設置場所 回収時間 休館日

①生涯学習センター １階入口付近 9：00～21：00
月曜日（祝日の場合はその
翌日）、年末年始②中郷文化プラザ 施設東側

9：00～21：00（火～土）
9：00～17：00（日・祝）

③北上文化プラザ 入口スロープ付近 9：00～21：00（火～土）
9：00～17：00（月・祝）

日曜日、年末年始
④錦田公民館 北側駐車場

⑤三島市民体育館
正面玄関前ロータリー
南側

9：00～21：00
第３月曜日（祝日の場合は
その翌日）、年末年始

⑥エコセンター 施設入口
13：00～17：00（火～金）
9：30～16：30（土・日）

月曜日（祝日の場合はその
翌日）、年末年始

©三島市

回収ボックス

回収後、業者へ
売払い、海外で
再利用されます。

スニーカー、革靴類

財布、ベルト、小銭入れ

サンダル類 ブーツ類
パンプス、ミュール
ハイヒール類

バッグ類全般
※材質は問いません

設置する施設 開館時間 閉館日

三島市民体育館 ９：００～２１：００
第３月曜日（祝日の場合はその翌日）
年末年始

エコセンター
（旧三島測候所）

１３：００～１７：００（火～金）
９：３０～１６：３０（土・日）

月曜日（祝日の場合はその翌日）
年末年始

正面玄関

ロータリー

弓道場

武
道
場

植込
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